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令和４年度福祉・介護職員（等特定）
処遇改善加算計画書作成マニュアル

[bookmark: _Toc45564053][bookmark: _Toc45790042]～障害福祉サービス施設・事業所等向け～


※本マニュアルでは、障害者総合支援法・児童福祉法に基づく事業所及び施設向けに、福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算の計画書の記載方法を記載しています。介護保険法に基づく介護サービス事業所及び介護保険施設については、担当部署のホームページ等をご確認ください。
※本マニュアルでは、福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に係る解説は掲載しておりません。


東京都福祉保健局障害者施策推進部
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[bookmark: _Toc45790048][bookmark: _Toc99984525][bookmark: _Toc45790049]１．計画書提出の手続き

[bookmark: _Toc99984526][bookmark: _Toc45790050][bookmark: _Toc92894842]1.1　計画書提出期限
（１）令和４年４月又は５月から算定開始の場合：令和４年４月１５日（金曜日）厳守
※令和３年度から継続して加算の算定をする場合も、改めて計画書をご提出いただく必要があります。体制届等の他の書類を提出いただいても「みなし」で加算も自動的に算定されるということはございません。必ず、福祉・介護職員処遇改善加算又は福祉・介護職員等特定処遇改善加算の計画書をご提出いただく必要があります。
（２）令和４年６月以降から新規で算定開始の場合：前月１５日まで

[bookmark: _Toc45790053][bookmark: _Toc99984527][bookmark: _Toc45790054]2.2　提出書類
　計画書を以下の東京都障害者サービス情報ホームページからダウンロードしてください。
　URL：https://www.shougaifukushi.metro.tokyo.lg.jp/Lib/LibDspList.php?catid=022-051　

	＜計画書の構成＞
加算の算定を受けようとする場合は、下記の計画書等を提出してください。
◆（必須）
（１）別紙２－１　様式障害福祉サービス等処遇改善計画書（令和４年度）
（２）別紙様式２－２　福祉・介護職員処遇改善計画書（施設・事業所別個表）
　◆（特定処遇改善加算を取得する場合）
（３）別紙様式２－３　福祉・介護職員等特定処遇改善計画書（施設・事業所別個表）
　◆（賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合）
（４）特別な事情に係る届出書（別紙様式４）
　　　※（４）は、経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字の状況で、事業の継続　
　　　を図るため、福祉・介護職員の賃金水準を引き下げざるを得ない場合に提出


[bookmark: _Toc45790056]

	＜その他：提出先から求めがあった場合に提出が必要な書類＞
　※計画書提出時の提出は不要です。整備・保管を徹底してください。
◆加算相当額を適切に配分するための賃金改善ルールを定めた書類（就業規則、給与規程）
◆給与明細
　◆加算対象となる職員の勤務体制及び資格要件を確認できる書類（勤務体制表、介護福祉士登録証等）
　◆キャリアパス要件Ⅱに係る資質向上のための計画
　◆労働保険関係成立届、確定保険料申告書
　◆計画書の内容を雇用する全ての職員に対して周知したことの確認できる書類（会議録、周知文書）





[bookmark: _Toc99984528]2.3　計画書の作成方法
電子媒体への入力を前提に記載しています。紙に手書きする場合についても、本作業フローに準じて、各様式に漏れなく記入します。

STEP５（p.10～p.２２）
STEP１（p.6～p.７）
~
）

別紙２－１　様式障害福祉サービス等処遇改善計画書（令和４年度）を作成する。

STEP４（p.９）

別紙様式２－３　福祉・介護職員等特定処遇改善計画書（施設・事業所別個表）を作成する。

別紙様式２－２　福祉・介護職員処遇改善計画書（施設・事業所別個表）を作成する。
STEP２は不要です。
YES

STEP３（p.８）
NO


交付金様式を作成する。
STEP２
YES
福祉・介護職員臨時特例交付金を申請するか？


基本情報入力シートを作成する。
STEP４は不要です。
NO
特定処遇も算定するか？

11
作成対象者：全員
STEP１：基本情報入力シートを作成する


黄色の色付きのセルを漏れなく入力してくださいい。


 [image: ]法人格から記入してください。

【提出先について】
●東京都障害者サービス情報ホームページに掲載している「提出先・問合せ先」を必ずご確認ください。
●八王子市・児童相談所設置区に所在の事業所については、
「加算提出先」が各区市となり、「交付金提出先」が「東京都」となります。
●他の道府県に所在する事業所については、
「加算提出先」、「交付金提出先」ともに、他の道府県となります。
ただし、法人一括で計画書を作成する場合、東京都宛の計画書に
他の道府県の事業所を含めても差し支えございません。
※その他「障害児施設措置費対象児童」については、
入所児童の措置権者の都道府県が「交付金提出先」となります。
（措置権者が区市町村の場合は、都道府県）

黄色の色付きのセルを漏れなく入力してくださいい。
作成対象者：全員
STEP１：基本情報入力シートを作成する





[image: ]
高齢介護の様式では「総単位数」を記載し、障害の様式（本様式）では「報酬総額」を記載します。
白枠は自動計算で算出されるため入力不要です。
１０桁の数字を１字１枠に
半角で入力してください。








緑色の色付きのセルを漏れなく入力してくださいい。
作成対象者：全員
STEP３：様式２－２を作成する




[image: ]各事業所の「福祉・介護職員処遇改善加算の見込額」の合計と一致します。（自動計算）
➌
➋
➊


	入力事項➊：新規・継続の別
	「新規」、「継続」、「区分変更」のいずれかを選択すること
新規：令和４年度から処遇改善加算を新たに算定
継続：令和３年度の加算区分を継続
区分変更：令和３年度の加算区分から変更あり

	入力事項➋：算定する処遇改善加算区分
	「加算Ⅰ」「加算Ⅱ」、「加算Ⅲ」のいずれかを選択すること

	入力事項➌：算定対象月
	処遇改善の対象となるサービス提供月であり、支給月ではありません。



作成対象者：特定処遇改善加算の届出をする場合のみ
STEP４：様式２－３を作成する


水色の色付きのセルを漏れなく入力してください



各事業所の「福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見込額」の合計と一致します。（自動計算）
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➋
➊


	入力事項➊：新規・継続の別
	「新規」、「継続」、「区分変更」のいずれかを選択すること➋で当該サービスに存在しない加算区分が選択された場合、エラー表示「×」になります。

新規：令和４年度から特定処遇改善加算を新たに算定
継続：令和３年度の加算区分を継続
区分変更：令和３年度の加算区分から変更あり

	入力事項➋：算定する特定処遇改善加算区分
	「特定加算Ⅰ」、「特定加算Ⅱ」、「区分なし」のいずれかを選択すること
　特定加算Ⅰ：特定事業所加算又は福祉専門職員配置等加算の算定が必要です。

	入力事項➌：算定対象月
	処遇改善の対象となるサービス提供月であり、支給月ではありません。



STEP５：様式２－１を作成する
作成対象者：全員


色付きのセルを漏れなく入力してください


令和「４」年度と入力してあります。
（変更不可）

[image: ]処遇改善加算と特定処遇改善加算を届出する場合にチェック
処遇改善加算のみ届出する場合にチェック
いずれかに必ずチェックを入れてください。
記入不要箇所がグレーに塗りつぶされます。




本様式２（１）を記入してください。（p.11～12）
本様式２（２）（３）を記入してください。（p.13～20）


STEP５：様式２－１を作成する　→　【パターン１】処遇改善加算のみ届出する場合
特定処遇改善加算も届出する場合は
本ページは飛ばしてp.13へお進みください

緑色の色付きのセルを漏れなく入力してくださいい。

【エラーチェック】➊➋➌の順番に入力後、「〇」となっているか確認してください。
「×」の場合、④賃金改善の見込額（ⅰ－ⅱ）は、③令和４年度賃金改善加算の見込額を上回っていないので、上回るように➋を修正してください。


[image: ]➊
➋
色付きセル以外は絶対に入力しないでください。
➌


	入力事項➊：ⅱ）（ア）


※次のページに続きます。
	以下の（ア）（イ）（ウ）（エ）には、令和３年１月～１２月までの実績を入力してください。
（ア）事業所内の職員のうち、処遇改善加算を実際に支給する職員全員分の、賃金総額を入力してください。賃金改善額も含みます。


（前ページからの続き。処遇改善加算のみの届出の場合、本ページの次は、本マニュアルp.13へお進みください。）
	入力事項➊：ⅱ）（イ）（ウ）（エ） 
	（イ）（ア）の職員に支給した処遇改善加算の総額です。国保連から通知される「福祉・介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」に基づき入力してください。
（ウ）特定処遇改善加算を算定していた場合のみ入力します。（ア）の職員に支給した特定処遇改善加算の総額を入力してください。その他の職種(C)に支給された額は除いてください。
（エ）該当がある場合のみ入力します。（ア）の職員に、法人独自の賃金改善額を支給した場合に、金額を入力してください。本欄に入力した場合、本様式「（４）ハ」の欄への入力が必要となります。

	入力事項➋：福祉・介護職員の賃金の総額（見込額）
	事業所内の職員のうち、処遇改善加算の対象職種の職員全員分の、令和４年度の賃金改善実施期間の賃金総額の見込額を入力してください。
【目安】＝１行下のⅱ）基準額１+２行上の④賃金改善の見込額+１円以上
※あくまで１つの目安ですので、実態に合わせて正確に入力してください。
※特定処遇改善加算、処遇改善臨時特例交付金及び令和４年度新加算を取得し実施される賃金の改善見込額は除いてください。

	入力事項➌：賃金改善実施期間
	原則、各年４月～翌年３月までの期間（加算の支給期間）を記入してください。
令和４年４月からの届出では、次のいずれかになります。
・令和４年４月～令和５年３月　・令和４年５月～令和５年４月
・令和４年６月～令和５年５月　・令和４年７月～令和５年６月
※当該期間の月数は、処遇改善の対象となるサービス提供月数を超えてはいけません。
　たとえば、サービス提供が１０～３月（６か月）の場合、賃金改善実施期間が４～３月（１２か月）のように６か月を超えることは不可
※過年度の賃金改善実施期間と重複がないように入力してください。



STEP５：様式２－１を作成する　→　【パターン２】特定処遇改善加算も届出する場合
緑色の色付きのセルを漏れなく入力してくださいい。


【エラーチェック】➊➋➌の順番に入力後、「〇」となっているか確認してください。
「×」の場合、④賃金改善の見込額（ⅰ－ⅱ）は、③令和４年度賃金改善加算の見込額を上回っていないので、上回るように➋を修正してください。


[image: ] ➋
色付きセル以外は絶対に入力しないでください。
➊
➌













	入力事項➊：ⅱ）（ア）


※次のページに続きます。
	以下の（ア）（イ）（ウ）（エ）には、令和３年１月～１２月までの実績を入力してください。
（ア）事業所内の職員のうち、特定処遇改善加算で全職員をグループ分けしたうちのA・Bグループ全員の分の、賃金総額を入力してください。賃金改善額も含みます。
　前年度特定処遇を算定していなかった場合も、いたものとみなして書いてください。


	入力事項➊：ⅱ）（イ）（ウ）（エ） 
	（イ）（ア）の職員に支給した処遇改善加算の総額です。国保連から通知される「福祉・介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」に基づき入力してください。
（ウ）特定処遇改善加算を算定していた場合のみ入力します。（ア）の職員に支給した特定処遇改善加算の総額を入力してください。その他の職種(C)に支給された額は除いてください。
（エ）該当がある場合のみ入力します。（ア）の職員に、法人独自の賃金改善額を支給した場合に、金額を入力してください。本欄に入力した場合、本様式「（４）ハ」の欄への入力が必要となります。

	入力事項➋：福祉・介護職員の賃金の総額（見込額）
	事業所内の職員のうち、特定処遇改善加算で全職員をグループ分けしたうちのA・Bグループ全員の分の、令和４年度の賃金改善実施期間の賃金総額の見込額を入力してください。
【目安】＝１行下のⅱ）基準額１+２行上の④賃金改善の見込額+１円以上
※あくまで１つの目安ですので、実態に合わせて正確に入力してください。
※特定処遇改善加算、処遇改善臨時特例交付金及び令和４年度新加算を取得し実施される賃金の改善見込額は除いてください。

	入力事項➌：賃金改善実施期間
	原則、各年４月～翌年３月までの期間（加算の支給期間）を記入してください。
令和４年４月からの届出では、次のいずれかになります。
・令和４年４月～令和５年３月　・令和４年５月～令和５年４月
・令和４年６月～令和５年５月　・令和４年７月～令和５年６月
※当該期間の月数は、処遇改善の対象となるサービス提供月数を超えてはいけません。
　たとえば、サービス提供が１０～３月（６か月）の場合、賃金改善実施期間が４～３月（１２か月）のように６か月を超えることは不可
※過年度の賃金改善実施期間と重複がないように入力してください。


→次のページに続きます。
STEP５（続き）：様式２－１を作成する　→　【パターン２】特定処遇改善加算も届出する場合

水色の色付きのセルを漏れなく入力してください

【エラーチェック】➊➋の順番に入力後、「〇」となっているか確認してください。
「×」の場合、④賃金改善の見込額（ⅰ－ⅱ）は、③令和４年度賃金改善加算の見込額を上回っていないので、上回るように➋を修正してください。

[image: ]➋
➊
色付きセル以外は絶対に入力しないでください。









	入力事項➊：ⅱ）（ア）（イ）（ウ）（エ）


※次のページに続きます。
	以下の（ア）（イ）（ウ）（エ）には、令和３年１月～１２月までの実績を入力してください。
（ア）事業所内の職員のうち、特定処遇改善加算で全職員をグループ分けしたうちのA・B・Cグループ全員の分の、賃金総額を入力してください。賃金改善額も含みます。Cグループがいる場合、（２）④ⅱの（ア）よりも大きい金額を入力してください。
（イ）（ウ）（エ）の考え方は、本マニュアルp.14と同様のため、割愛します。






（前のページからの続き。）
[image: ]


前ページ
様式再掲


➋






	入力事項➋：福祉・介護職員の賃金の総額（見込額）
	事業所内の職員のうち、特定処遇改善加算で全職員をグループ分けしたうちのA・B・Cグループ全員の分の、令和４年度の賃金改善実施期間の賃金総額の見込額を入力してください。
【目安】＝１行下のⅱ）基準額２+２行上の④賃金改善の見込額+１円以上
※あくまで１つの目安ですので、実態に合わせて正確に入力してください。
※処遇改善加算を取得し実施される賃金の改善見込額は除いてください。





→次のページに続きます。
（前ページからの続き。）
[image: ]➌➍➎➏➐の順番に入力してください。
色付きセル以外は絶対に入力しないでください。
➎
➍
欄外の「一月当たり平均賃金額算出用」を入力すると、A・B・Cグループの金額が入力されます。（p.19にて説明）
➐
➏

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～（略）～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～先に入力してください。この後の計算式に反映されます。
➌

[image: ]

	入力事項➌：賃金改善実施期間
	（２）⑤（p.13）と同じ期間を入力してください。




→次のページに続きます。	

（前ページからの続き。）前ページ
様式再掲

[image: ]➍
➏
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【参考：常勤換算の考え方】
　当該事業所の従業員の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤の従業員が勤務すべき時間数（１週間に勤務すべき時間数が３２時間を下回る場合は３２時間を基本とする。）で除することにより、当該事業所の従業員の員数を常勤の従業員の員数に換算する方法をいうものである。この場合の勤務延べ時間数は、当該事業所の指定にかかる事業のサービスに従事する勤務時間の延べ数であること。
　　○計算例
　　・常勤の勤務すべき時間が４０時間であり、
　　　従業員Ａ　週２０時間勤務
　　　従業員Ｂ　週１８時間勤務
　　　従業員Ｃ　週３２時間勤務　の場合
　　　計算は（２０時間＋１８時間＋３２時間）÷４０時間＝１．７５であり
　　　（小数点第２位以下を切捨）、常勤換算数は１月あたり１．７人となる。
　　　　１２か月処遇改善加算を取得している場合、年間の常勤換算数＝１．７×１２か月＝２０．４人
　　　 ※上記計算例は常勤の従業員が勤務すべき時間数が４０時間の事例であり、実際の常勤の従業員が勤務すべき時間に合わせて計算する。

	入力事項➍：前年度の賃金の総額
	本様式（３）⑤ⅱ）基準額２（本マニュアルp.16参照）の金額を、A・B・Cグループに分けて入力してください。

	入力事項➎：前年度の常勤換算職員数（１２月分）
	令和３年１～１２月の常勤換算数を、 A・B・Cグループそれぞれについて入力してください。

	入力事項➏：前年度の常勤換算職員数（１月分）
	本計画書提出の前１か月の常勤換算数を、 A・B・Cグループそれぞれについて入力してください。
※Cグループについては、実人数でも構いません。


→次のページに続きます。	
（前ページからの続き。）様式再掲

[image: ]➐の入力に当たっては、欄外のセルへの入力が必須です。
予定している配分の組み合わせについて選択し、ラジオボタンに●を入れてください。（いずれか１つ）
➐


欄外

[image: ]配分比率は常勤換算１に対しての金額

	入力事項➐：今年度の
　　　　　　グループ毎の平均賃金改善額（月額）
	選択した配分方法に従って、水色セルに配分比率を入力します。※今年度の金額
　AはB以上、BはCの２倍以上となる必要があります。


→次のページに続きます。
（前ページからの続き）
[image: ]➑

	入力事項❽：月額平均８万円の賃金改善となる者又は改善後の賃金が年額４４０万円となる者 
	１事業所当たりAグループの１人以上は、月額平均８万円以上の賃金改善となること又は改善後の賃金が年額４４０万円以上となることが必要です。そのため、Aグループの職員について、入力。


STEP５：様式２－１を作成する【続き】　（処遇改善加算のみの算定の場合も、特定処遇改善加算も算定する場合も記載が必要）

緑色の色付きのセルを漏れなく入力してくださいい。




[image: ]前年度から「変更なし」の場合も、
「賃金改善を行う給与の種類」と
「具体的な取組内容」に記載をお願いします。
前年度から「変更なし」の場合、
「変更なし」にチェックを入れてください





水色の色付きのセルを漏れなく入力してください
STEP５：様式２－１を作成する【続き】　（処遇改善加算のみの算定の場合も、特定処遇改善加算も算定する場合も記載が必要）


前年度から「変更なし」の場合、
「変更なし」にチェックを入れてください

前年度から「変更なし」の場合も、
各内容欄に記載をお願いいたします。

[image: ]


[bookmark: _Toc45790064][bookmark: _Toc99984529]２．根拠書類の保管
計画書において、根拠書類に係る以下の項目にチェックを付けてもらいます。
※ 各証明資料は、指定権者からの求めがあった場合には、速やかに提出してください。
※ 虚偽記載の他、福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算の請求に関して不正があった場合は、介護給付費等の返還や事業所の指定取消となる場合がありますので、ご承知おきください。
[bookmark: _Toc45790065][image: ]

[bookmark: _Toc99984530]３．賃金改善についての職員への周知
処遇改善加算等の届出を行った事業所は、当該事業所における賃金改善を行う方法等について障害福祉サービス等処遇改善計画書や情報公表制度等を用いて職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても職員に周知してください。
1

23
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１　提出先に関する情報

処遇改善加算・特定加算・処遇改善臨時特例交付金の届出に係る提出先（指定権者）の名称を入力してください。

加算提出先

２　基本情報

⇒下表に必要事項を入力してください。記入内容が別紙様式2-1に反映されます。

法人名

法人住所 1 0 0－ 1 2 3 4

法人代表者

連絡先

シャカイフクシホウジンマルマルカイ

社会福祉法人○○会

千代田区霞が関１－２－２

○○ビル18Ｆ

03-3571-0000

03-3571-9999

フリガナ

名称

〒

住所１（番地・住居番号まで）

住所２（建物名等）

電話番号

氏名 厚労　太郎

代表取締役

厚労　花子

FAX番号

職名

氏名

書類作成

担当者

東京都

aaa@aaa.aa.jp e-mail

コウロウ　タロウ フリガナ

交付金提出先

東京都


image2.emf
３　加算対象事業所に関する情報

下表に必要事項を入力してください。記入内容が別紙様式2-2及び別紙2-3に反映されます。

※１

※２

※３

市区町村

1 1 3 1 4 5 6 7 8 9 1 千代田区 障害福祉事業所名称０１ 居宅介護 800,000 180,000 620,000

一月当たりの

処遇改善加算等

の総額（※２）

[円](b)

「一月当たり障害福祉サービス等報酬総額（処遇改善加算及び特定加算を含む）［円］」には、「障害福祉サービス費等支払決定額内訳書」に基づき、 前年１月から12月までの１年間のサービス別の

報酬総額（処遇改善加算及び特定加算を含む、各種加算減算を含む。）を12で除したもの（12ヶ月に満たない場合は、一月あたりの標準的な額として見込まれるもの）を記載すること。((a)は交付金の

見込額の算出に用いる。)

サービス名 事業所名

事業所の所在地

通し番号

障害福祉サービス等

事業所番号

都道府県

指定権者名

「一月当たりの処遇改善加算等の総額［円］」には、 前年１月から12月までの１年間の「福祉・介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」に基づき、サービス別の処遇改善加算等の総額を12で除した

もの（12ヶ月に満たない場合は、一月あたりの標準的な額として見込まれるもの）を記載すること。

東京都

一月当たり障害福祉

サービス等報酬総額

（処遇改善加算及び

特定加算を除く）（※

３）[円]（c)

一月当たり障害福祉

サービス等報酬総額

（処遇改善加算及び

特定加算を含む）（※

１）[円](a)

東京都

「一月当たり障害福祉サービス等報酬総額（処遇改善加算及び特定加算を除く）［円］」には、「障害福祉サービス費等支払決定額内訳書」に基づき、 前年１月から12月までの１年間のサービス別の報

酬総額を12で除したもの（12ヶ月に満たない場合は、一月あたりの標準的な額として見込まれるもの）を記載すること。((c)は加算の見込額の算出に用いる。)
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別紙様式２－２ 福祉・介護職員処遇改善計画書（施設・事業所別個表）

25,232,400

（１）福祉・介護職員処遇改善加算

③

都道府県 市区町村

1 1 3 1 4 5 6 7 8 9 1 東京都 東京都 千代田区 障害福祉事業所名称０１

居宅介護

620,000

継続

加算Ⅰ 27.4%

令和

4

年

4

月～令和

5

年

3

月 （ 12 ヶ月）

2,038,560

②

算定対象月(c)

新規・継続の

別

算定する

福祉・介

護職員処

遇改善加

算の区分

福祉・介護職

員処遇改善加

算の見込額

(a×b×c)

[円]

加

算

率

(

b

)

社会福祉法人○○会 法人名

①



障害福祉サービス等

事業所番号

指定権者

名

事業所名 サービス名

一月あたり（処

遇改善加算等

を除いた）障害

福祉サービス等

報酬総額

[円](a)

　　福祉・介護職員処遇改善加算額（見込額）の合計［円］

事業所の所在地

新規：処遇改善加算を新たに算定

継続：現在の加算区分を継続

区分変更：加算Ⅱ→加算Ⅰ　等


image4.emf
別紙様式２－３ 福祉・介護職員等特定処遇改善計画書（施設・事業所別個表）

　　福祉・介護職員等特定処遇改善加算額（見込額）の合計[円] 6,715,800

（２）福祉・介護職員等特定処遇改善加算

④

都道府県 市区町村

1 1 3 1 4 5 6 7 8 9 1 東京都 東京都 千代田区 障害福祉事業所名称０１

居宅介護

620,000 新規 特定加算Ⅱ 5.5%-

令和

4

年

4

月～令和

5

年

3

月 （ 12ヶ月）

409,200

○

法人名 社会福祉法人○○会

① ③



障害福祉サービス等

事業所番号

指定権者名 事業所名 サービス名

一月あたり（処

遇改善加算等

を除いた）障害

福祉サービス等

報酬総額

[円](a)

配置等要件

新規・

継続

の別

事業所の所在地

算定する福

祉・介護職員

等特定処遇

改善加算の

区分

加

算

率

(

d

)

算定対象月(e)

福祉・介護職

員等特定処遇

改善加算の見

込額

(a×d×e)

[円]

新規：特定加算を新たに算定

継続：現在の特定加算区分を継続

区分変更：特定加算Ⅱ⇔特定加算Ⅰ


image5.emf
障害福祉サービス等処遇改善計画書（令和 年度）

１　基本情報＜共通＞

〒

　【本計画書で提出する加算】　

※加算名をチェックすること。

福祉・介護職員処遇改善加算（処遇改善加算） 福祉・介護職員等特定処遇改善加算（特定加算）

4

100－1234

（福祉・介護職員処遇改善計画書、福祉・介護職員等特定処遇改善計画書）

法人名

書類作成担当者

フリガナ シャカイフクシホウジンマルマルカイ

社会福祉法人○○会

E-mail 連絡先 03-3571-0000 03-3571-9999 aaa@aaa.aa.jp

コウロウ　タロウ

厚労　太郎

千代田区霞が関１－２－２

○○ビル18Ｆ

法人所在地

フリガナ

FAX番号 電話番号


image6.emf
（１）福祉・介護職員処遇改善加算のみ計画する場合

①算定する処遇改善加算の区分 　

②処遇改善加算の算定対象月

③令和 年度処遇改善加算の見込額

④賃金改善の見込額

(ⅰ-ⅱ）

(右欄の額は③欄の額を上回ること）

<- ○

(ア)前年度の福祉・介護職員の賃金の総額

(イ)前年度の処遇改善加算の総額

(エ)前年度の各障害福祉サービス事業者等の独自の賃金改善額

⑤ 令和 年 月 令和 年 月

円

25,732,400 円

ⅰ）処遇改善加算の算定により賃金改善を行った場合の福祉・介護職員の賃金の総額（見込額）

189,402,400 円

23,500,000 円

(ウ)前年度の特定加算のうち福祉・介護職員に支給された額

　　（前年度に特定加算を算定していた場合のみ）

36,830,000 円

※　別紙様式２－２のとおり

4 25,232,400

要

件

Ⅰ



円

賃金改善実施期間 4 4 ～ 5 3



ⅱ）前年度の福祉・介護職員の賃金の総額（処遇改善加算等を取得し実施される賃金改善額及び

独自の賃金改善額を除く）【基準額１】(ア)ｰ(イ)ｰ(ウ)ｰ(エ)

163,670,000 円



224,000,000 円


image7.emf
（２）福祉・介護職員処遇改善加算（特定加算も併せて計画する場合）

①算定する処遇改善加算の区分 　

②処遇改善加算の算定対象月

③令和 年度処遇改善加算の見込額

④賃金改善の見込額

(ⅰ-ⅱ）

(右欄の額は③欄の額を上回ること）

<- ○

(ア)前年度の経験・技能のある障害福祉人材(A)と他の障害福祉人材(B)の賃金の総額

(イ)前年度の処遇改善加算の総額

(エ)前年度の各障害福祉サービス事業者等の独自の賃金改善額

⑤ 令和 年 月 令和 年 月

円 25,300,000

4 25,232,400 円

円

円

ⅱ）前年度の賃金の総額（処遇改善加算等を取得し実施される賃金改善額及び独自の賃金改善額

を除く）【基準額１】(ア)ｰ(イ)ｰ(ウ)ｰ(エ)

ⅰ）処遇改善加算の算定により賃金改善を行った場合の賃金の総額（見込額）

　（経験・技能のある障害福祉人材(A)と他の障害福祉人材(B)の総額）

235,900,000

円 24,240,000

210,600,000

賃金改善実施期間

円



(ウ)前年度の特定加算の総額（その他の職種(C)に支給された額を除く)

238,824,000 円

3,984,000 円

4 4 ～ 5 3



要

件

Ⅰ

※　別紙様式２－２のとおり


image8.emf
（３）福祉・介護職員等特定処遇改善加算

① 　

②

③

④令和 年度特定加算の見込額

(g)

⑤賃金改善の見込額(ⅰ-ⅱ）

(右欄の額は④欄の額を上回ること）

<- ○

ⅰ）特定加算の算定により賃金改善を行った場合の賃金の総額（見込額）

(ア)前年度の賃金の総額

(イ)前年度の処遇改善加算の総額

(ウ)前年度の特定加算の総額

(エ)前年度の各障害福祉サービス事業者等の独自の賃金改善額

ⅱ）前年度の賃金の総額（処遇改善加算等を取得し実施される賃金改善額及び独自の賃金改善額

を除く）【基準額２】(ア)ｰ(イ)ｰ(ウ)ｰ(エ)

262,200,000 円

　※①、③　別紙様式２－３のとおり、②　別紙２－２のとおり

6,726,000

255,474,000 円

4 6,715,800 円

特定加算の算定対象月

円

284,274,000 円



円

円

処遇改善加算の取得状況

24,240,000

算定する特定加算の区分

円 4,560,000


image9.emf
（３）福祉・介護職員等特定処遇改善加算

① 　

②

③

④令和 年度特定加算の見込額

(g)

⑤賃金改善の見込額(ⅰ-ⅱ）

(右欄の額は④欄の額を上回ること）

<- ○

ⅰ）特定加算の算定により賃金改善を行った場合の賃金の総額（見込額）

(ア)前年度の賃金の総額

(イ)前年度の処遇改善加算の総額

(ウ)前年度の特定加算の総額

(エ)前年度の各障害福祉サービス事業者等の独自の賃金改善額

ⅱ）前年度の賃金の総額（処遇改善加算等を取得し実施される賃金改善額及び独自の賃金改善額

を除く）【基準額２】(ア)ｰ(イ)ｰ(ウ)ｰ(エ)

262,200,000 円

　※①、③　別紙様式２－３のとおり、②　別紙２－２のとおり

6,726,000

255,474,000 円

4 6,715,800 円

特定加算の算定対象月

円

284,274,000 円



円

円

処遇改善加算の取得状況

24,240,000

算定する特定加算の区分

円 4,560,000


image10.emf
⑥平均賃金改善額

円 円 円

ⅱ）前年度の常勤換算職員数

(i)

人 人 人

ⅲ）前年度の一月当たりの常勤換算職員数

(j)

人 人 人

ⅳ）前年度のグループ毎の平均賃金額(月額)【基準額３】

(h)/(i)

円 円 円

(A)のみ実施 円

（ 円） （ 円）

(A)及び(B)を実施 円 円

（ 円） （ 円） （ 円）

(A)(B)(C)全て実施 円 円 円

（ 円） （ 円） （ 円） （ 円）

上記以外の方法で実施 円 円 円

（ 円） （ 円） （ 円） （ 円）

47.5

#DIV/0!

6,715,854



6,715,968



29,456

579.3 180.0 228.0

253,755



19.0

249,300 278,947

0

1,849,764 4,202,610

#DIV/0! #DIV/0!

8,113 7,373

44,874,000

0 0

6,715,968

3,686

147,000,000 63,600,000

0

15.0

#DIV/0!



ⅴ）グループ毎の平均賃金改善

額(月額)(g)/(j)/(k)



※予定している配分方法について選

択すること。（いずれか1つ）

※当該年度の特定加算の見込額と前

年度の一月当たりの常勤換算方法に

より算出した職員数から算出した一人

当たり配分額(月額)。(括弧内はグ

ループ毎に配分可能な加算総額(年

額))



663,480



ⅰ）前年度の賃金の総額（処遇改善加算等を取得し実施され

る賃金改善額及び独自の賃金改善額を除く）

(h)

#DIV/0!

経験・技能のある

障害福祉人材(A)

他の障害福祉人材(B) その他の職種(C)
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⑦賃金改善実施期間

(k)

令和 年 月 令和 年 月(

12

)

か月 ～ 4

3

3

4
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⑥平均賃金改善額

円 円 円

ⅱ）前年度の常勤換算職員数

(i)

人 人 人

ⅲ）前年度の一月当たりの常勤換算職員数

(j)

人 人 人

ⅳ）前年度のグループ毎の平均賃金額(月額)【基準額３】

(h)/(i)

円 円 円

ⅰ）前年度の賃金の総額（処遇改善加算等を取得し実施され

る賃金改善額及び独自の賃金改善額を除く）

(h)

経験・技能のある

障害福祉人材(A)

他の障害福祉人材(B) その他の職種(C)

15.0

44,874,000 147,000,000 63,600,000

253,755

19.0

249,300 278,947

47.5

579.3 180.0 228.0
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(A)のみ実施 円

（ 円） （ 円）

(A)及び(B)を実施 円 円

（ 円） （ 円） （ 円）

(A)(B)(C)全て実施 円 円 円

（ 円） （ 円） （ 円） （ 円）

上記以外の方法で実施 円 円 円

（ 円） （ 円） （ 円） （ 円）

#DIV/0! #DIV/0!



ⅴ）グループ毎の平均賃金改善

額(月額)(g)/(j)/(k)



※予定している配分方法について選

択すること。（いずれか1つ）

※当該年度の特定加算の見込額と前

年度の一月当たりの常勤換算方法に

より算出した職員数から算出した一人

当たり配分額(月額)。(括弧内はグ

ループ毎に配分可能な加算総額(年

額))



663,480

0

1,849,764 4,202,610

#DIV/0! #DIV/0!

8,113 7,373

0 0

6,715,968

3,686

0



#DIV/0!

6,715,854



6,715,968



29,456
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(A) (B) (C) 所要額（丸め前）丸め値との差額切捨分（年額）配分比率要件

(A)のみ 単価 29,455 なし

年間配分額 6,715,800 6,715,800 -168 -

(A)及び(B) 配分比率 (A)/(B) #DIV/0! #DIV/0!

単価 #DIV/0! #DIV/0!

年間配分額 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

(A)(B)(C)全て配分比率 1.1 1 0.5 (A)/(B) 1.1  １を超えていることをご確認ください。

単価 8,111 7,374 3,687 295(B)/(C) 2  ２以上であることをご確認ください。

年間配分額 1,849,278 4,202,905 663,617 6,715,800 -54 137(A)/(C)(参考) 2.2
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⑥平均賃金改善額

円 円 円

ⅱ）前年度の常勤換算職員数

(i)

人 人 人

ⅲ）前年度の一月当たりの常勤換算職員数

(j)

人 人 人

ⅳ）前年度のグループ毎の平均賃金額(月額)【基準額３】

(h)/(i)

円 円 円

(A)のみ実施 円

（ 円） （ 円）

(A)及び(B)を実施 円 円

（ 円） （ 円） （ 円）

(A)(B)(C)全て実施 円 円 円

（ 円） （ 円） （ 円） （ 円）

上記以外の方法で実施 円 円 円

（ 円） （ 円） （ 円） （ 円）

月額平均８万円の賃金改善となる者又は改善後の賃金が年額440万円となる者 人（見込）

（「月額平均８万円の賃金改善又は改善後の賃金が年額440万円以上となる者」を設定できない場合その理由）

小規模事業所等で加算額全体が少額であるため。

職員全体の賃金水準が低く、直ちに月額平均８万円等まで賃金を引き上げることが困難であるため。

その他（

）

ⅰ）前年度の賃金の総額（処遇改善加算等を取得し実施され

る賃金改善額及び独自の賃金改善額を除く）

(h)

#DIV/0!

経験・技能のある

障害福祉人材(A)

他の障害福祉人材(B) その他の職種(C)

15.0

#DIV/0!



ⅴ）グループ毎の平均賃金改善

額(月額)(g)/(j)/(k)



※予定している配分方法について選

択すること。（いずれか1つ）

※当該年度の特定加算の見込額と前

年度の一月当たりの常勤換算方法に

より算出した職員数から算出した一人

当たり配分額(月額)。(括弧内はグ

ループ毎に配分可能な加算総額(年

額))



663,480

6



0

1,849,764 4,202,610

#DIV/0! #DIV/0!

8,113 7,373

44,874,000

0 0

6,715,968

3,686

147,000,000 63,600,000

0

253,755



19.0

249,300 278,947

月額平均８万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内の階層や役職にある者に求められる能力や処遇を明確化

することが必要であり、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要するため。



47.5

#DIV/0!

6,715,854



6,715,968



29,456

579.3 180.0 228.0
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（４）賃金改善を行う賃金項目及び方法　

イ　福祉・介護職員処遇改善加算

※前年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合は「変更なし」にチェック（✔）

変更なし

基本給 手当（新設） 手当（既存の増額） 賞与 その他

（当該事業所における賃金改善の内容の根拠となる規則・規程）

就業規則の見直し 賃金規程の見直し その他（ ）

（賃金改善に関する規定内容）

　※上記の根拠規程のうち、賃金改善に関する部分を記載すること。

　※前年度に提出した計画書から変更がある場合には、変更箇所を下線とするなど明確にすること。

（上記取組の開始時期）

年 月

（

実施済 予定

）

賃金改善を行

う給与の種類

○福祉・介護職員の基本給の引き上げ（引き上げ幅は、年齢、資格、経験、技能、勤務成績等を考慮して各人ごとに決定）

　　基本給

　　　月　 給　○○○○～○○○○円の増額

　　　時間給　○○○～○○○円の増額

　　※　上記の額には、平成〇年〇月から処遇改善加算を取得しており、より上位の区分の加算を取得した際に増額した分を含

む。

平成

具体的な取組

内容

29 4


image17.emf
ロ　福祉・介護職員等特定処遇改善加算　

※前年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合は「変更なし」にチェック（✔）

変更なし

(A)経験・技能のある障害福祉人材 (B)他の障害福祉人材 (C)その他の職種

 （(A)にチェック（✔）がない場合その理由）

基本給 手当（新設） 手当（既存の増額） 賞与 その他

（当該事業所において賃金改善内容の根拠となる規則・規程）

就業規則の見直し 賃金規程の見直し その他（ ）

（賃金改善に関する規定内容）

　※上記の根拠規程のうち、賃金改善に関する部分を記載すること。

　

　　　資格・手当等に含めて賃金改善を行う場合は、その旨を記載すること。

　※前年度に提出した計画書から変更がある場合には、変更箇所を下線とするなど明確にすること。

（上記取組の開始時期）

年 月

（

実施済 予定

）

令和



4

経験・技能の

ある障害福祉

人材の考え方

賃金改善を行

う職員の範囲

○特定処遇改善加算の新設（引き上げ幅は、年齢、資格、経験、技能、勤務成績等を考慮して各人ごとに決定）

　　特定処遇改善加算の額を次のとおりとする。

　　　経験・技能のある障害福祉人材　月額　○○○○～○○○○円

　　　他の障害福祉人材　月額○○○○～○○○○円

　　　その他の職種　　　　月額○○○○～○○○○円

賃金改善を行

う給与の種類

具体的な取組

内容

4



○次の条件を満たす職員を「経験・技能のある障害福祉人材」とし、具体的な支給額は人事考課を踏まえて決定

　①サービス管理責任者、サービス提供責任者、心理指導担当職員として勤続10年以上の者

　②福祉・介護職員（直接処遇職員）のうち介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士のいずれかの資格を有する者で勤

続10年以上の者

　③強度行動障害支援者養成研修を修了した者で勤続10年以上の者（職員分類の変更特例を適用）

　※勤続年数については、系列法人、他法人における実務経験を含める。


image18.emf
加算相当額を適切に配分するための賃金改善ルールを定めました。

処遇改善加算として給付される額は、職員の賃金改善のために全額支出します。

加算対象となる職員の勤務体制及び資格要件を確認しました。

キャリアパス要件Ⅱの資質向上の目標及び具体的な計画を定めました。

本計画書の内容を雇用する全ての職員に対して周知しました。

労働保険料の納付が適正に行われています。

労働基準法、労働災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法

その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていません。

証明する資料の例

勤務体制表、介護福祉士登録証等

就業規則、給与規程

給与明細

資質向上のための計画

―

労働保険関係成立届、確定保険料申告書

会議録、周知文書

確認項目


